
参考様式２

　臼杵市特定居住促進計画（案） 令和８年３月　日策定

計画期間

１．特定居住促進区域  1　臼杵地域中心エリア（都市計画区域）

自治体名 大分県臼杵市 令和８年４月～令和１３年３月

凡例
   促進区域

【臼杵市の景観形成重点地区にも一部指定されており、歴史
的な景観を残す城下町地区】

臼杵地域中心エリアの魅力

３－１－１ 臼杵市観光交流プラザ

施設区分：交流施設、ﾜｰｹｰｼｮﾝｽﾍﾟｰｽ

３－１－２ サーラ・デ・うすき

施設区分：交流施設、ﾜｰｹｰｼｮﾝｽﾍﾟｰｽ

４－１－１ 旧真光寺

施設区分：休憩所、ﾜｰｹｰｼｮﾝｽﾍﾟｰｽ

３－１－３ 旧丸毛家住宅

施設区分：休憩所、ﾜｰｹｰｼｮﾝｽﾍﾟｰｽ

地図：臼杵市都市計画図

４－１－２ 臼杵図書館

施設区分：社会教育施設、ｺﾜｰｷﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽ

４－１－３ 臼杵市中央公民館

施設区分：社会教育施設、ｺﾜｰｷﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽ

※下の図の赤点線枠内のうち「土砂災害特別警
戒区域」及び「災害危険区域」に指定されてい

る箇所は除くものとする。

臼杵市
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参考様式２

１．特定居住促進区域　２　深田地区（無指定地域）

３－２－１ 臼杵市おためしハウス「ほっとさんの家」

施設区分：お試し居住施設

【臼杵市の景観形成重点地区にも指定されており、国宝臼杵石仏を有する地
区】

深田地区の魅力

地図：臼杵市都市計画図国宝臼杵石仏
凡例
   促進区域

※下の図の赤点線枠内のうち「土砂災害特別警
戒区域」及び「災害危険区域」に指定されてい

る箇所は除くものとする。

臼杵市

- 2 -



参考様式２

１．特定居住促進区域　３　野津地域中心エリア（都市計画区域外）

【田園風景が広がる農村で学校や病院、スーパーなど生活に必
要な施設がまとまった地区】

野津地域中心エリアの魅力

４－３－１ 臼杵市野津市民交流センター「ゆるる」
施設区分：交流施設、ｺﾜｰｷﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽ

４－３－２ 野津若者定住促進住宅用地（仮）分譲地整備予定
施設区分：住宅用宅地

臼杵市多世代交流施設「のつてらす」

地図：森林基本図

４－３－３ 野津中央公民館
施設区分：社会教育施設、ｺﾜｰｷﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽ

凡例
   促進区域

※左図の赤点線枠内のうち「土砂災害特別
警戒区域」及び「災害危険区域」に指定さ

れている箇所は除くものとする。

臼杵市
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参考様式２

２．特定居住の促進に関する基本的な方針

（１）基本方針

指標１　臼杵とつながり隊隊員数 令和８年１月　　延べ３８8人   →　　令和１3年３月　　延べ６００人

指標２　臼杵おためしハウス「ほっとさんの家」利用日数　　　 令和８年１月　　40日／年　　→　令和１3年３月　　 ６０日／年

　大分県東南部に位置する臼杵市は、大きく海側（臼杵）と山側（野津）のエリアに分かれており、太陽が海から上がり、山に沈む様子がわかる地形となっており、年間
を通して日照時間が多く、温暖で、おだやかな気候に恵まれています。
　なかでも、山側の野津エリアは肥沃な大地を有していることから盛んに農業が行われており、市が「土づくり」から関わるなど、有機農業にも力を入れており、一方、
海側の臼杵エリアは、豊かな漁場である豊後水道で獲れる魚が水揚げされる漁業と、江戸末期から続く、味噌や醤油を中心とした、西日本屈指の規模を誇る醸造業が
盛んです。

　臼杵市の人口は、2012（平成 24）年以降、年間約 500 人規模の減少傾向が続いており、202５（令和７）年では ３４，５８８ 人となっています。さらに、国立社会
保障・人口問題研究所によれば、10 年後の2035（令和 17）年には 27,161 人まで減少すると推計されています。このように人口減少傾向は、依然として厳しい状
況が続いています。

　このことから、本市は、人口減少と担い手不足という課題に対応するため、「二地域居住」を新たな重点施策として推進します。この取り組みの中核となるのは、本市
特有の魅力を活かした新しい生活の場づくりです。豊かな自然と食文化、歴史ある醸造業、安心して子育てができる環境に加え、市内全域に光ケーブル敷設のネット
ワーク網が整備されており、これらの特色を最大限に活用していきます。
　円滑な施策の実現に向け、企業や個人に対する環境整備として、本市での暮らしを体験できるプログラムの提供や、住まい、仕事、地域とのつながりを深めることの
できる支援制度の充実を図ります。合わせて、事業承継や創業、副業（複業）への支援を通じて、地域に新たな活力をもたらす担い手の確保にも注力します。

　加えて、都市部のDX人材等のワーケーション等を積極的に受け入れるなど、単なる観光人口の増加だけでなく、地域と継続的に関わる「関係人口」の創出をめざし
ます。
　本市と継続的に関わりたい、遠くからでも本市を応援したいという人々の想いを持つ市外在住者を対象とした「臼杵つながりネットワーク」を発展させるなどして、
ふるさと住民登録制度の充実を図り、本市のPRなど情報発信はもとより、本市に新たな人の流れを生み多様な形で関わり続ける「臼杵ファン」の拡大をめざします。
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参考様式２

３．特定居住拠点施設の整備に関する事項

(1)特定居住拠点施設

(２)用途特例適用要件に関する事項（特定行政庁の同意：　　　年　　月　　日）

・ 用途（施設の種類）

・ エリア

・ 市街地環境の悪化を防止するための措置

(３)公的賃貸住宅等整備事業に関する事項

No. 施設の区分 名称 所在地 都市計画等の状況 整備内容 整備主体 整備期間

1-1
交流施設、ワーケーショ
ンスペース

臼杵市観光交流プラザ 臼杵市大字臼杵 商業地域 整備済 臼杵市 平成２６年３月完了

1-2
交流施設、ワーケーショ
ンスペース

サーラ・デ・うすき 臼杵市大字臼杵 商業地域 整備済 臼杵市 平成２７年７月完了

1-３
休憩所、ワーケーション
スペース

旧丸毛家住宅 臼杵市大字海添
第二種中高層住居
専用地域

設備整備 臼杵市 令和９年度整備予定

2-1 お試し居住施設
臼杵市おためしハウス「ほっ
とさんの家」

臼杵市大字深田 無指定地域 整備済 臼杵市 令和５年６月完了
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参考様式２

４．特定居住者の生活の利便性の向上又は就業の機会の創出に資するため必要な施設の整備に関する事項

(１)関連施設

(２)用途特例適用要件に関する事項（特定行政庁の同意：　　年　　月　　日）

・ 用途（施設の種類）

・ エリア

・ 市街地環境の悪化を防止するための措置

No 所在地 都市計画等の状況 整備内容 整備主体 整備期間

1-1
休憩所、ワーケーション
スペース

旧真光寺 臼杵市大字臼杵 第１種住居地域 整備済 臼杵市 令和3年３月完了

1-2
社会教育施設、コワーキ
ングスペース

臼杵図書館 臼杵市大字臼杵 商業地域 整備済 臼杵市 平成２７年７月完了

1-3
社会教育施設、コワーキ
ングスペース

臼杵市中央公民館 臼杵市大字臼杵 商業地域 整備済 臼杵市 令和７年３月完了

3-1
交流施設、コワーキング
スペース

臼杵市野津市民交流センター
「ゆるる」

臼杵市野津町大字野津市 都市計画区域外 整備済 臼杵市 令和２年１１月完了

3-2 住宅用宅地
野津若者定住促進住宅用地
（仮）分譲地

臼杵市野津町大字吉田 都市計画区域外 整備中 臼杵市 令和７年度完了予定

3-３
社会教育施設、コワーキ
ングスペース

野津中央公民館 臼杵市野津町大字野津市 都市計画区域外 整備済 臼杵市 令和７年３月完了

施設の用途・名称
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参考様式２

●　二地域居住者向け交流事業の促進及びＳＮＳや広報誌等を利用した情報発信

●　空き家及び空き店舗の利活用推進のための支援制度の拡充

●　二地域居住者の受け入れを促進するため、シェアハウスや宿泊施設等の住環境整備及び支援制度創設

●　希望の二地域居住スタイルに合わせた、豊かな暮らしと就業環境の創出

●　移住希望者、二地域居住者をターゲットとした現地モニターツアーの実施

●　二地域居住滞在時の公共市民サービスを受けるための要件整備

●　子育て世帯向けのお試し暮らし体験プログラムの検討　（例）保育園の一時預かり制度活用など

●　創業または事業承継、副業・複業等のニーズに沿ったなりわいの確保

●　地域による移住者や二地域居住者の受入体制の構築

●　その他関係人口創出に関する事業

６．施設の整備に関する事業と拠点施設関連基盤施設整備事業との連携に関する事項

７．その他

(1)都道府県知事への意見聴取：　　年　　月　　日

(2)特定居住促進区域内の住民の意見を反映するために必要な措置に関する事項

(3)都市計画との調和に関する事項

５．施設の整備に関する事業と一体となってその効果を一層高めるために必要な事業又は事務に関する事項

※都道府県が社会資本総合整備計画（広域的地域活性化基盤整備計画）により拠点施設関連基盤施設整備事業を実施する場合に記載。

　計画の名称、計画の期間、交付対象、連携都道府県
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